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「新規登録」、「変更・更新」

手順マニュアル

北陸技術事務所
令和5年1月



新技術登録申請の申請書作成方法の変更

●「新技術登録申請」は、令和４年度よりNETIS（新技術情報提供システム）のHPにてオンライ
ン上で作成・申請となりました。

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/
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https://www.netis.mlit.go.jp/netis/


新技術の登録申請におけるフロー

＜NETIS新規登録＞

北陸技術事務所 施工調査・技術活用課 ＮＥＴＩＳ受付担当
MAIL：netis-hokuriku@ki.mlit.go.jp
TEL ：０２５－２３１－９９２９（直通） 「連絡は基本的にメールで行います」

問合せ先

◎オンライン上で登録申請および申請資料の作
成が可能です。
◎作成等にあたり、申請用ID／PWの申請が必要
となります。
◎登録申請からNETIS登録まで全て同じID／PWを
使用します。

◎申請書類の修正が必要な場合は、オンラインシ
ステムの修正依頼機能により問合せを行います。

◎令和４年４月１日以降に登録申請を行う技術は、
全てオンライン上で登録申請してください。

◎従来方式（データ取込方式）で作成した申請資
料の修正は可能ですが、従来方式での新規登録
はできません。
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※新技術登録申請のフロー（詳細版）は、NETIS掲載の操作マニュアルを参照。
※申請用ID/PW申請前に、事前相談資料を作成してください（P.4参照）

オンライン上で作成

面　談

様式１受領様式１提出

NETIS登録

申請用ID/PW受領

システム操作後、

自動メール通知

申請情報等入力 内容確認

システム操作後、

自動メール通知

申請用ID/PW
案内メール送信

案内メール受信
申請用ID/PW申請

内容確認／承認

システム操作後、

自動メール通知

システム操作後、

自動メール通知

技術の開発

事前相談資料作成 内容確認

北陸技術事務所
受付窓口

技術開発者
申請者

mailto:netis-hokuriku@ki.mlit.go.jp


新技術の登録申請における注意事項

☑技術の開発者が北陸地方整備局管内に所在しているか
☑NETIS登録申請を行おうとしている者は、技術開発者と同じか
☑過去にNETIS登録された技術の再登録ではないか
☑申請技術の成立性が確認されているか
☑申請技術は既に実用化され、直轄工事にてすぐに技術提供可能か
☑従来技術の設定に合理的な根拠があるか
☑従来技術と比較し、明確な根拠を持って同等以上と説明できるか
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全て満たしていれば、「事前相談資料」を作成のうえ提出してください

■北陸地整管内は、新潟県、富山県、石川県、及び山形県、福島県、長野県、岐阜県
の一部をいいます。
■登録までの期間は、申請資料等の完成度により変わります。
■連絡は基本的に、メールにて行います。
■当所からの連絡（メール・電話等）に対し、６ヶ月以上ご対応がない場合は、申請を
断念したと判断し、申請手続きを中止します。
■申請資料を作成していく過程で、申請を断念する場合は、その旨をメールでお伝え
ください。特段、資料を作成する必要はありません。

新技術登録にあたり確認する事項

その他、注意事項
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チェックリスト

1．申請者の所在地について

2.「申請技術が新技術である」ことの確認

3.「同一技術の再申請でない」ことの確認

今回申請される技術は、以前NETISに登録されていた技術ですか？

※既に登録されている技術（掲載終了技術を含む）から改良された技術を含みます。

新規登録技術

以前NETISに登録されていた技術（改良技術）

旧登録番号

改良点

※過去のNETIS登録技術の改良技術の場合は、その技術との比較表も添付してください。

4.類似技術について

NETIS登録されている類似技術（他社等の似通った技術）をご存じでしたらお書きください。

※従来技術の設定など、各種様式を作成する上で参考となります。

登録番号

同一技術と確認された場合は登録できない可能性があります。

従来技術に比べて活用の効果が同程度以上見込まれる。

チェックがない場合は技術の成立性等が確認できないため登録できない可能性があります。

「以前NETISに登録されていた技術（改良技術）」の場合、登録されていた技術の旧登録番号と改良
点をお書きください。

比較する従来技術	技術名

申請者の所在地が北陸地方整備局管内である。
（新潟県、富山県、石川県並びに山形県、福島県、長野県、岐阜県の一部）

当該技術が実用化され提供可能な状態にある。
（「理論上成立している技術」等、実用化されていない技術は登録できません。）

申請技術が国土交通省の直轄工事で活用できる。

申請技術の効果について論理的な根拠があり、技術的な事項に係る性能、機能等が当該
技術の目的や国が定める基準等を満足している。

申請技術の技術の成立性が実験等の方法で確認されている。

原則として申請者の所在地が北陸地方整備局管内でなければ受け付けられません。

事前相談資料の作成～審査
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従来技術との比較
活用の効果

経済性

工程

品質

安全性

施工性

周辺環
境への
影　響

実績・特許等

国土交通省

その他
公共機関

民間

その他　※留意事項等があれば下記にご記入ください。

※パンフレット、技術概要説明資料があれば、添付してください。

比較の根拠

実績

各種審査証明等の有無

特許の有無

・全ての項目を記入してください

・事前相談資料の内容を説明する資料（カタログ、
実験結果資料等）も添付してください

①申請者にて作成

https://www.hrr.mlit.go.jp/hokugi/mijika/tecbox/564/616/

様式は下記
よりDL
↓ ↓

・NETIS登録要件の適合性等について確認します

・相談内容確認のため、メール等にてヒアリング
を行います

・十分な確認ができない場合は、修正等をお願い
する場合があります

②受付窓口にて確認

③申請用ID／PWの登録

・事前相談資料にて登録要件に適合と判断した
場合は、申請用ID／PW案内メールを送信するの
で、申請手続きを行ってください

登録要件に適合と判断しても、実際の登録を約
束するものではありません。
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申請者情報
会社名

住所

担当部署 TEL

担当者 E-MAIL

技術の概要

技術の特徴

比較する
従来技術

比較の根拠
となる基準

等

新規性

期待される
効果

NETIS事前相談資料

開発体制

技術開発年

技術名称

技
術
の
概
要

写真等
（概要図、概略図）

新
規
性
及
び

期
待
さ
れ
る
効
果

共同開発の場合の他の開発者名

※申請用ID／PWの申請方法は、NETIS掲載の操作マニュアルを参照。

https://www.hrr.mlit.go.jp/hokugi/mijika/tecbox/564/616/

NETIS事前確認資料

		NETIS事前相談資料 ソウダン

																		(1/3)

		申請者情報 シンセイシャ ジョウホウ

				会社名 メイ

				住所

				担当部署								TEL

				担当者								E-MAIL

		技術の概要																		記入のポイント キニュウ

		
		技術名称 ギジュツメイショウ																商標登録されていないか、既にNETISに登録されている技術名称と同一でないか確認してください。また、名称に「新」を付けたり、型番や会社名を入れないでください。

		
		技術開発年 ギジュツ カイハツネン																技術が実験等により成立性が確認され、実用可能と判断された年を記入。
西暦で入力してください。

		
		開発体制 カイハツ タイセイ								共同開発の場合の他の開発者名
 キョウドウ カイハツ バアイ タ カイハツシャ メイ								単独、共同研究を記入。
共同研究の場合、会社名を並記。

		
		技術の概要		技術の特徴 ギジュツ トクチョウ														箇条書きで簡潔に表現してください。出来るだけ従来使用している表現で、一言で表して下さい。
（例）深層混合処理工法
　　　厚層基材吹きつけによる法面安定工法　　など レイ

		
				比較する
従来技術														従来技術とは、申請技術の比較対象となる技術で、評価する際の比較基準となります。
なお、従来技術は過去に自社で開発されたもの、自他社においてNETISに登録されている技術は不可とします。
工法・機械等については、「国土交通省土木工事標準積算基準」等に記載されている工法から選定して下さい。
材料等については、一般的に使用されているものから選定して下さい。

		
				比較の根拠
となる基準等														土木工事積算基準等の上記の工法の根拠となる資料名を記入。
土木工事標準積算基準書等の抜粋を提出してください。
該当するものがない場合は、設定した従来技術の妥当性を示す根拠資料を提出してください。 トウ テイシュツ ガイトウ バアイ セッテイ シメ テイシュツ

		

		新規性及び
期待される効果		新規性 シンキセイ														従来技術から新技術への変更点について記入。※詳細は、「様式２の書き方のポイントについて」を参照
（例）・盛土材を××から○○に変えた。
　　　・コンクリート製のプレキャスト板が、廃材を利用した再生木材からなる板になった。
　　　・改良機の先端にリブを取り付けた。

		

				期待される
効果 キタイ コウカ														上記の変更点により生じる具体的メリット、効果を記入。※詳細は、「様式２の書き方のポイントについて」を参照
（例）・盛土材を○○に変えたことにより、地盤改良の必要性が無くなり、コストメリットが向上した。
　　　・再生木材からなる板を使用することにより、環境負荷を軽減出来、かつコスト縮減が図られる。
　　　・リブを取り付けたことにより、直進性が向上し、品質向上に繋がった。

		















		写真等
（概要図、概略図） シャシントウ																技術の概要や効果を示す概要図、概略図、写真を添付。 ギジュツ ガイヨウ コウカ シメ



																		(2/3)

		従来技術との比較 ジュウライギジュツ ヒカク

						活用の効果		比較の根拠												記入のポイント キニュウ

		

		経済性																活用の効果はリストボックスより選択し、比較の根拠となるコメントを記入。
（例）○○が安価となるため。
※申請段階では、実活用の効果の根拠が必要です。

		

		工程																活用の効果はリストボックスより選択し、比較の根拠となるコメントを記入。
（例）○○が効率化するため。
※申請段階では、活用の効果の根拠が必要です。 カツヨウ コウカ センタク ヒカク コンキョ キニュウ

		

		品質																活用の効果はリストボックスより選択し、比較の根拠となるコメントを記入。
（例）○○が向上するため。
※申請段階では、実験等で実証した結果等が必要です。 カツヨウセンタクヒカクコンキョキニュウ

		

		安全性																活用の効果はリストボックスより選択し、比較の根拠となるコメントを記入。
（例）第三者（作業員）に対する安全性の向上を見込むことが出来る。
※申請段階では、実験等で実証した結果等が必要です。 カツヨウ コウカ センタク ヒカク コンキョ キニュウ

		

		施工性																活用の効果はリストボックスより選択し、比較の根拠となるコメントを記入。
（例）○○が向上するため。
※申請段階では、実験等で実証した結果等が必要です。 カツヨウ コウカ センタク ヒカク コンキョ キニュウ

		

		周辺環
境への
影　響																活用の効果はリストボックスより選択し、比較の根拠となるコメントを記入。
（例）○○が向上するため。
※申請段階では、実験等で実証した結果等が必要です。 カツヨウ コウカ センタク ヒカク コンキョ キニュウ

		実績・特許等 ジッセキ トッキョトウ																		記入のポイント キニュウ

		
		実績 ジッセキ		国土交通省														新技術の実績件数を記入。実績がない場合は0件と記入。
施工実績は、開発年以降の実績を記入してください。

		
				その他
公共機関

		
				民間

		
		特許の有無 トッキョ ウム																特許・実用新案の登録の有無を記入。
有の場合、特許番号等を記入。 トウロク ウム キニュウ アリ バアイ トッキョバンゴウ トウ キニュウ

		
		各種審査証明等の有無																建設技術審査証明、建設技術評価等の第三者評価や表彰等の有無・内容を記入。
自治体等新技術情報データベース（Made in 新潟等）に登録されている場合は、制度の名称、登録番号を記入。 トウ ウム ナイヨウ キニュウ セイド メイショウ トウロクバンゴウ キニュウ

		その他　※留意事項等があれば下記にご記入ください。 タ リュウイジコウトウ カキ キニュウ

		






				※パンフレット、技術概要説明資料があれば、添付してください。
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		チェックリスト

				1．申請者の所在地について シンセイシャ ショザイチ

		
				申請者の所在地が北陸地方整備局管内である。
（新潟県、富山県、石川県並びに山形県、福島県、長野県、岐阜県の一部） シンセイシャ ショザイチ ホクリクチホウセイビキョク カンナイ ニイガタケン トヤマケン イシカワケン ナラ ヤマガタケン フクシマケン ナガノケン ギフケン イチブ

				原則として申請者の所在地が北陸地方整備局管内でなければ受け付けられません。 ゲンソク シンセイシャ ショザイチ ホクリク チホウ セイビ キョク カンナイ ウ ツ

				2.「申請技術が新技術である」ことの確認 シンセイ ギジュツ シン ギジュツ カクニン

		
				申請技術の技術の成立性が実験等の方法で確認されている。

		
				申請技術の効果について論理的な根拠があり、技術的な事項に係る性能、機能等が当該技術の目的や国が定める基準等を満足している。

		
				当該技術が実用化され提供可能な状態にある。
（「理論上成立している技術」等、実用化されていない技術は登録できません。）

		
				申請技術が国土交通省の直轄工事で活用できる。

		
				従来技術に比べて活用の効果が同程度以上見込まれる。

		
		チェックがない場合は技術の成立性等が確認できないため登録できない可能性があります。																※申請段階では、実験等で実証した結果等が必要です。



				3.「同一技術の再申請でない」ことの確認 カクニン

				今回申請される技術は、以前NETISに登録されていた技術ですか？

				※既に登録されている技術（掲載終了技術を含む）から改良された技術を含みます。

		
				新規登録技術 シンキ トウロク ギジュツ

		
				以前NETISに登録されていた技術（改良技術） イゼン トウロク ギジュツ カイリョウ ギジュツ

				「以前NETISに登録されていた技術（改良技術）」の場合、登録されていた技術の旧登録番号と改良点をお書きください。 イゼン トウロク ギジュツ カイリョウ ギジュツ バアイ トウロク ギジュツ キュウ トウロク バンゴウ カイリョウテン カ



		
		旧登録番号 キュウトウロクバンゴウ

		


		改良点 カイリョウテン

				※過去のNETIS登録技術の改良技術の場合は、その技術との比較表も添付してください。

		
		同一技術と確認された場合は登録できない可能性があります。 ドウイツ ギジュツ カクニン バアイ トウロク カノウ セイ



				4.類似技術について ルイジ ギジュツ

				NETIS登録されている類似技術（他社等の似通った技術）をご存じでしたらお書きください。

				※従来技術の設定など、各種様式を作成する上で参考となります。 ジュウライ ギジュツ セッテイ カクシュ ヨウシキ サクセイ ウエ サンコウ

				登録番号 トウロク バンゴウ		技術名								比較する従来技術	

		


		


		


		




　「新技術」とは、技術の成立性※1が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されており、実用化※2している公共工事等に関する技術であって、当該技術の適用範囲において従来技術※3に比べ活用の効果が同程度※4以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術を言います。
※1「技術の成立性」とは、論理的な根拠があり、技術的な事項に係る性能、機能等が当該技術の目的や国が定める基準等を満足することをいう。
※2「実用化」とは、利用者の求めに応じて当該技術を提供可能な状態にあるものをいう。
※3「従来技術」とは、公共工事等において標準的に使用される技術等をいう。
※4「従来技術に比べ活用の効果が同程度」とは、技術的事項及び経済性等の事項のうち、一部の事項は従来技術より優れているかまたは劣っているが、総合的な効果では従来技術と同一の度合いであると判定することをいう。

イ　申請技術の原理が、NETIS登録技術（過去にNETIS登録技術であったものを含む。）と同じ又は酷似している
ロ　申請技術の適用範囲、適用効果が、イのNETIS登録技術と同じ又は概ね同等である
ハ　申請技術の技術開発者が、イのNETIS登録技術の技術開発者と同じ又は同系列の組織に属している等イのNETIS登録技術の技術開発者の関係者とみなすことができる

「公共工事等における新技術活用システム」 実施要領（P5）「1.3定義」をもとに作成

「公共工事等における新技術活用システム」実施要領（P11）「3.1(9)申請受理の要件」

技術開発者によるNETIS への登録申請の受付は、原則として当該技術開発者の所在地の地域にある技術事務所等に置く相談窓口において行うものとし、平日の勤務時間内において受け付けるものとする。
なお、NETIS への登録申請者は、技術開発者に限るものとする。

「公共工事等における新技術活用システム」 実施要領（P5）「1.3定義」をもとに作成





登録申請書作成ページについて
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申請用ID／PWを受領後、NETISのオンライン上にて申請資料を作成してください

①NETISのトップページへアクセス
赤枠部「登録申請書作成 活用効果表作成」をクリック

②NETISのトップページへアクセス
赤枠部「登録申請書作成（申請情報）」をクリック、ID／PWを入力してログイン



登録申請書作成ページについて
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入力データを
システム上に
一時的に保存

印刷・プレビュー
画面を開く

入力データをシステム
に仮登録、受付窓口
へメールが通知

様式１の書式を
ダウンロード

◎120分経過すると自動的にタイムアウトし、内容が削除されます。定期的に一時保存を
してください。

◎受付窓口へ提出時、入力事項のエラーチェックがあります。エラー箇所がなくなるまで
申請資料の提出ができません。

連絡先の変更



登録申請書作成ページについて
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◎システムへログイン後、申請情報の各項目を入力して受付窓口へ提出してください
◎申請資料作成にあたっては、NETIS掲載の「申請マニュアル」「NETIS機能操作マニュア
ル（オンライン新技術登録申請）」を参照してください。

各項目の記載内容等
の詳細は、ここを確認



新技術の変更・更新におけるフローおよび作成様式

＜NETIS登録情報変更・更新＞ ◎登録情報の変更・更新は、新規登録申請を受
け付けた技術事務所にて申請が必要となります。
◎当所では、NETIS番号が「HR」で始まる技術の
み変更・更新申請を受け付けます。

◎１年以内に掲載期間が終了する技術は、早め
にご相談ください。
◎既にNETIS掲載が終了した技術は、受け付け
できません。
◎お手持ちの様式２のデータが「LZH」形式の場

合は、現システムでは読み込みができませんの
で、当所へご連絡ください。

◎登録内容の変更に際しては、特段の必要がな
い限り、ヒアリングは行いません。

8

※変更内容を示す資料については、P.9を参照

資料受領

申請資料
審査

NETIS登録

提出・変更・更新申請書（様式Ⅰ-15）
・変更・更新申請内容対照表
・変更内容を示す資料

技術開発者 北陸技術事務所
申請者 受付窓口

変更・更新申請内容対照表
技術名：
登録番号：HR－○○○○○○－
申請者名：

技術概要説明資料(様式2)

項目 細目 既登録内容 変更・更新後内容 変更・更新理由

(記入例)
問い合わせ先 技術の担当者 担当者：○○　○○ 担当者：△△　△△ 担当者の変更

実績件数（変更） 国土交通省件数 ○○件 ○○件

実績増加により実績件数の変更
（施工実績の工事が様式２に全て記載されていな
いため、別紙施工実績一覧表を添付します。）

※説明文、文字等の変更は、理由、確認できる根
拠等を記載、添付して下さい。

変更・更新箇所が分かるように作成して下さい。

変更理由は具体的に記述して下さい。
※様式は任意とします。

※本テキストボックスは印刷時には必ず削除して下さい。

←←変更・更新
申請書

変更・更新
内容対照表
↓ ↓



新技術の変更・更新における作成様式（変更内容を示す資料）
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新技術情報の変更・更新にあたり、「申請書」および「対照表」に加えて、「変更内容を示す
資料」の提出が必要となります。変更前後の内容が分かるよう作成してください

変更箇所を下線（四角囲い等）で明示

変更前
（既掲載情報）

変更後
（新規掲載情報）



NETIS登録申請の支援（お知らせ）
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NETIS申請にあたり、
「申請書類の作成方法がわからない」
「申請資料の修正があり時間がかかる」

などのお悩みをもっている申請者さまへ

NETIS登録申請支援団体
では、有償にてNETIS登録申請をお手伝いしております。

詳しくは、下記URLをご参照ください。
https://www.hrr.mlit.go.jp/hokugi/file/tec-box/downloads/shiendantai_leaflet.pdf

https://www.hrr.mlit.go.jp/hokugi/file/tec-box/downloads/shiendantai_leaflet.pdf
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